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住 田 町

〈概要版〉

① 新たな公共交通 プロジェクト

② 人づくり プロジェクト

③ 在宅医療介護 プロジェクト

④ 移住促進 プロジェクト

⑤ 産業づくり（地域内付加価値創造） プロジェクト

⑥ コミュニティ活性化 プロジェクト

現在の路線バスを中心とした公共交通体系を見直し、新たな交通手段を導
入するとともに、住民の共助による移動支援の取組みに対し支援します。

地域の特徴を活かした教育を推進するとともに、若者や地域防災、女性、高
齢者などまちづくりを担う人材育成に取り組みます。

住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるよう、在宅医療や在宅での介護
の環境の充実を図ります。

町外の方が住田町を選んで移住していただけるよう、町の情報を積極的に発
信し、相談等に対応する体制の整備を図ります。

町内の資源を活かし付加価値をつけて産業化する取組みを推進します。

自治公民館を中心とした地縁によるコミュニティの活動を支援するなど、住民の
共助による共に支え合う共生のまちづくりを進めます。
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住 田 町

➢プロジェクト
～分野を横断して特に重点的に取り組む施策群～

Ｄ
Ｘ

～本計画の役割～

• 現状や今後の見通しに基づき、町の目指すべき将来像や、これを実現する
ための取組みの方向性などを中期的な視点で定めるのがこの「総合計画」
です。

• この計画を策定する目的は、本町のまちづくりを進める上での優先的、戦
略的な取組みを定めるとともに、住民や行政、関係機関がこれらを共有し、
同じ方向性で取組みを進めることにあります。

豊かな森と水に育まれ

安心した暮らしの中でにぎわいがあふれる

共生のまち 住田



政策軸 政策分野 基本方向

医
生涯にわたり健康な身

体と豊かな心を育み、町
民の健やかな人生の実
現を目指します。

１．健康でいきいきと暮らせる地域づくり

出産から子育てまでの切れ目ない支援により、安心して子育てができる町づくりと、町民自らが健康
づくりに取り組み、安心して医療を受けられる体制づくりを推進します。また、一人ひとりの個性や価値
観を尊重し、地域で互いに支え合う共生の町づくりを推進します。

1-1．結婚・出産・子育て支援の充実
1-3．地域医療の充実
1-5．障がい福祉の充実
1-7．多様性を認め合う社会の実現

1-2．健康づくりの推進
1-4．地域共生社会の実現
1-6．高齢者福祉の充実

２．心豊かでたくましい子どもの育成

地域の未来を主体的に創造する、心豊かでたくましい子どもを、地域ぐるみで育成する取組みを推
進します。

2-1．就学前教育の充実
2-3．地域で子どもを育む環境の充実

2-2．学校教育の充実

３．生涯を通じた学びと文化の創造と継承

生涯を通じて学びやスポーツ、芸術文化に親しめる環境づくりを推進するとともに、貴重な伝統文
化を守り継ぐ取組みを推進します。

3-1．生涯学習の充実
3-3．生涯スポーツの機会の充実

3-2．文化財の保護と伝統文化の継承

食
暮らしの糧となる産業

を振興し、活力と賑わい
あふれる町の実現を目
指します。

４．豊かな暮らしを支える産業振興

地域特性を活かした新たな産業の創出を図ります。また、地域産業の経営基盤の強化を図ります。

4-1．農業の振興
4-3．鳥獣害対策の充実
4-5．観光・物産の振興

4-2．林業の振興
4-4．商工業の振興

住
誰もが安心して快適に

暮らせるよう、安全で利
便性の高い町の実現を
目指します。

５．安全で安心な暮らしを支える社会基盤

暮らしや産業を支える強くて持続可能な社会基盤の整備を推進します。

5-1．道路・河川の整備・維持
5-3．情報通信の充実

5-2．上下水道の整備・維持

６．安全で安心な暮らしを支える体制強化

安全で安心して暮らせる社会を支える体制の整備を推進します。

6-1．消防・防災体制の充実
6-3．防犯・交通安全対策の充実

6-2．地域防災力の向上

７．快適で過ごしやすい生活環境の整備

利便性が高く快適な住環境の整備を推進します。

7-1．住宅の整備・確保
7-3．地球環境の保全

7-2．公共交通の充実
7-4．景観の保全

地域
経営

町内外で様々な人が
つながり、多様な主体が
協働・連携する町づくりを
目指します。また、中長
期的かつ広い視野で将
来を展望し、着実で挑
戦的な行政運営を目指
します。

８．住民主体による支えあいの地域づくり

住民自らが地域課題を解決し、暮らしやすい地域づくりの取り組みを支援します。
8-1．コミュニティ活動の活性化

９．町外とつながり町内に迎え入れる地域づくり

町外の人たちがこの町と継続的に関わり、町づくりを応援してくれる関係づくりを推進するとともに、
移住などこの町に迎え入れる環境づくりを推進します。

9-1．関係人口の拡大
9-3．移住を受け入れる取組みの推進

9-2．国際交流の推進

10．戦略的な行政の運営

中長期的かつ広い視野に立ち、効果的で効果的な施策を推進できる体制を強化し、持続可能
な行政運営を推進します。

10-1．広聴広報の強化
10-3．職員の資質向上と組織体制の強化
10-5．広域行政の推進

10-2．効率的で効果的な施策の推進
10-4．安定的な財源の確保

➢基本計画 ～政策分野ごとに取り組む施策の方向性～

➢人口目標

●人口減少のスピードを抑える

出生率の向上や転出の減少、転入の増
加に向けた各種施策に取り組み、急激な人
口減少に歯止めをかけ、減少のスピードを緩
やかにします。

●人口減少社会に適応する

少ない人口で地域を維持していくとともに、
人口が少ないことの良さを伸ばすなど、人口
減少社会に適応し、少ない人口でも豊かで
活力ある暮らしを実現します。

➢人口減少社会におけるまちづくりの視点

本町の人口は、令和２年の国勢調査では5,045人でしたが、令和５年に国立社
会保障・人口問題研究所が示した将来推計では、令和22年に3,182人まで減少
するとされています。

本計画で示す各施策を推進することにより、人口減少を抑制し、令和22年におけ
る人口目標を3,500人とします。


